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（４）価値共創型の新たな産業を創出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】 

社会のニーズを原動力として課題の解決に挑むスタートアップを次々と生み出し、企業、大学、公的研究
機関等が多様性を確保しつつ相互に連携して価値を共創する新たな産業基盤が構築された社会を目指す。 

このため、都市や地域、社会のニーズを踏まえた大学・国立研究開発法人等の研究開発成果が、スタート
アップや事業会社等とのオープンイノベーションを通して事業化され、新たな付加価値を継続的に創出す
るサイクル（好循環）を形成する。このサイクルが、社会ニーズを駆動力として活発に機能することにより、
世界で通用する製品・サービスを創出する。さらに、事業の成功を通じて得られた資金や、経験を通じて得
られた知見が、人材の育成や事業会社・大学・国立研究開発法人等の共同研究を加速させる。こうして、大
学や国立研究開発法人、事業会社、地方公共団体等が密接につながり、イノベーションを創出するスタート
アップが次々と生まれ、大きく育つエコシステムが形成される。

このような流れが切れ目なくつながるシステムが都市や地域を核に形成されることによって、社会課題
の解決・社会変革を導くイノベーションが連続的、相互連鎖的に創出される。加えて、スタートアップの世
界展開、世界からの投資の呼び込みの拡大につながる。 

こうしたエコシステムの実現に向け、ニーズプル型のイノベーションの創出を強力に進めるとともに、ス
タートアップ及び事業会社のイノベーション活動が促進されるよう、制度面、政策面での環境整備を進め
る。さらに、大学・国立研究開発法人等の「知」が社会ニーズに生かされるよう、産学官連携による新たな
価値共創の推進やスタートアップ・エコシステム拠点都市の形成を進めるとともに、エコシステムを支える
人材育成に取り組む。

【目標】 
・ 大学や研究開発法人、事業会社、地方公共団体等が密接につながり、社会課題の解決や社会変革へ挑戦

するスタートアップが次々と生まれるエコシステムが形成され、新たな価値が連続的に創出される。

【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標） 
・ ＳＢＩＲ制度91に基づくスタートアップ等への支出目標：570億円（2025年度）92

・ 官公需法に基づく創業10年未満の新規事業者向け契約目標：３％（2025年度）93

・ 実践的なアントレプレナーシップ教育プログラムの受講者数：1,200名（2025年度）94

・ 大学等及び国立研究開発法人における民間企業からの共同研究の受入額：2025年度までに、対2018年
度比で約７割増加（2025年度）95

・ 分野間でデータを連携・接続する事例を有するスタートアップ・エコシステム拠点都市数の割合：100%
（2025年）

・ 企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャ

91 中小企業等に対する研究開発補助金等の支出機会の増大を図り、その成果の事業化を支援する府省横断的な制度。 
92 2022年度目標、約546億円 
93 2020年度実績、0.83％ 
94 2021年見込み、約1,800名 
95 2020年見込み、約1,062億円。共同研究の受入額の第６期基本計画期間の前半における状況（新型コロナウイルス感染症の影響からの回復

の状況等）を踏まえつつ、必要に応じ数値目標の見直しも検討する。 
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ー企業96創出数：50社（2025年度）97 
 
【現状データ】（参考指標） 
・ 大学等スタートアップ創業数：大学等発 233社(2020年度設立)、研究開発型法人発 13社（2018年度設立）

98 
・ ＶＣ等による投資額・投資件数：年間ＶＣ等投資額 2,243億円／1,448件（2020年度）99 
・ 国境を越えた商標出願と特許出願：主要国のうち、人口100万人当たりで商標出願数よりも特許出願数が

相対的に多い国は日本のみ100 
・ 研究者の部門間の流動性：企業から大学等へ転入した研究者数 1,137人、大学等から企業へ転入した研究

者数 156人（2020年度）101 
 
① 社会ニーズに基づくスタートアップ創出・成長の支援 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇政府による、ニーズプル型のイノベー

ションの創出を進めるため、2021年4
月に施行される新たな日本版ＳＢＩ
Ｒ制度を、関係府省が連携して推進す
る。本制度に基づく研究開発制度を
2021年度から導入し、政府の支出目標
を設定するとともに、本制度を活用し
て開発された製品等を調達し、初期需
要を創出することにより、スタートア
ップの創出、成長を強力に支援する。
【科技、関係府省】  

・2022年度の支出目標（約546億円）の
設定等に係る「令和４年度特定新技術
補助金等の支出の目標等に関する方
針」を2022年６月に閣議決定（2021年
度の支出目標は約537億円）。 

・指定補助金等の実施について必要な事
項を定める「指定補助金等の交付等に
関する指針」を2022年６月に閣議決定
し、スタートアップ側から見た制度の
「使いやすさ」を改善。 

・関係府省と連携して、スタートアップ・
エコシステム拠点都市への集中支援
を実施。 

・岸田政権の柱である「スタートアップ
５か年計画」の策定に貢献すべく、イ
ノベーション・エコシステム専門調査
会で必要な施策を検討。 

・2022年度の支出目標の達成に向けて、
関係府省と連携。その際、旧制度につ
いて挙げられた課題を踏まえた新制
度の適切なＫＰＩを設定し、内閣府を
中心に、関連事業の実施状況の的確な
把握や評価を実施。【科技、関係府省】 

・「指定補助金等の交付等に関する指針」
に基づき実施する指定補助金等にお
いて、政策課題や公共調達ニーズを踏
まえた具体的な研究開発課題を提示
し、関係する研究開発を支援するとと
もに、研究開発が成功した際には、試
験的な導入や政府調達等につなげる
仕組みを各省連携により構築すると
ともに、政府調達を促進するための措
置を実施。【科技、関係府省】 

・ＳＢＩＲ制度に基づく「指定補助金等」
の対象・規模を抜本的に拡充するとと
もに、近年予算措置され今後の支出が
見込まれる研究開発基金等について
もスタートアップの参画促進を図る
ことを検討。【科技、関係府省】 

・スタートアップの参加を容易にする観
点から、入札参加資格など政府調達手
続等を見直すとともに、政府調達にお
いて、ＳＢＩＲ制度における研究開発
成果の調達手法と同様の仕組みでの
随意契約を高度な新技術を持ったJ-
Startup選定企業等との間でも可能と
することを検討。【科技、経】 

・ＳＢＩＲ制度について、スタートアッ

                                                      
96 2018年度当初時点で、創業していない又は創業10年未満の企業を対象。 
97 2018年度から2025年度までの目標として、「令和２年度革新的事業活動に関する実行計画（2020年７月17日）」において設定。2021年度末

時点、35社。 
98 文部科学省、内閣府による調査 
99 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ＶＥＣ）「ベンチャー白書2021」 
100 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2021」（2021年８月） 
101 総務省「2021年科学技術研究調査結果」（2021年12月） 
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プ側から見た制度の「使いやすさ」を
抜本的に改善。【科技】 

・リスクを取って挑戦する起業家の生活
の安定化やスタートアップの長期的
な成長及び次の起業家やエンジェル
投資家になるとともに雇用創出など
社会・経済全体に活力をもたらすとい
う好循環を極力早く回すことを後押
しする観点から、諸外国の経験も参考
に、必要な仕組みの在り方を検討。【科
技、経】 

・初等中等教育段階における探究・ＳＴ
ＥＡＭ・アントレプレナーシップ教育
の抜本強化や、希望する全ての大学生
等に対して、質の高いアントレプレナ
ーシップ教育やメンター・アクセラレ
ータ等から起業に向けた支援を受け
る機会の提供に取り組む。【科技、文、
経】 

・スタートアップビザ制度に関し、諸外
国を参考に、国から認定を受けたＶ
Ｃ、インキュベータ、アクセラレータ
等から投資・採択を受けた創業者・ス
タートアップへ発給できるようにす
るなどの取組を検討。【法、経】 

・国内外のスタートアップに開かれたデ
ィープテック分野のスタートアップ
向けのグランド・チャレンジや公的部
門が保有するデータを活用したコン
テスト等の取組を強化。その際、国や
地方公共団体の規制がスタートアッ
プの挑戦の障害となっていることが
判明した場合、規制改革会議等と連携
して、規制緩和を積極的に検討。【科
技、関係府省】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市を中心に、スタートアップのグロー
バル展開を加速するため、海外アクセ
ラレータの日本誘致も念頭に置きつ
つ、グローバルアクセラレーションプ
ログラムの充実を図る。【科技、経】 

・ディープテック分野に特化した研究機
能とスタートアップ・インキュベーシ
ョン機能を兼ね備えた、民間資金を基
盤として運営されるスタートアップ・
キャンパス構想の推進に向けて、海外
のトップ大学やＶＣ等とも連携しな
がら、世界標準のビジネスを生み出す
エコシステムの形成を目指す。【科技、
関係府省】 

・次期ＳＩＰ（戦略的イノベーション創
造プログラム）等の研究開発プロジェ
クトにおけるスタートアップ特枠の
創設を検討。【科技】 

〇社会課題の解決や市場のゲームチェ
ンジをもたらすスタートアップの創
出及び効果的な支援を実現するため、
大学・国立研究開発法人等発ベンチャ
ー創出を促進する環境整備、ベンチャ
ーキャピタルのファンド組成の下支

・ＮＥＤＯを通じて、急成長の可能性を
秘めた研究開発型スタートアップに
対し、事業段階に応じた支援を実施。
具体的には、ＮＥＤＯが認定したＶＣ
からの出資を受けた研究開発型スタ
ートアップに対して、実用化開発等に

・スタートアップの資金調達額は、近年
増加しているものの、諸外国と比較す
ると大きな差がある。今後、世界で戦
える研究開発型スタートアップを創
出するため、ＮＥＤＯを通じた支援に
ついて、海外ＶＣの参画や大型化、技
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えや、研究資金配分機関等による大規
模な資金支援（Gap Fund供給）を実施
する。【文、経】 

係る資金支援等を実施。 
・ＳＴＡＲＴにおいて、 

①成長性のある大学等発スタートア
ップ創出力の強化に向けて、民間の
事業化ノウハウを活用しつつ、ポテ
ンシャルの高い大学等の革新的技
術の研究開発支援と事業化の一体
的な実施に向け、計13課題を採択
し、支援を実施。 

②スタートアップ・エコシステム拠点
都市において自治体・産業界と連携
し、大学等における実践的なアント
レプレナーシップ教育とギャップ
ファンド及び起業支援体制構築等
に向け、2021年11月に３拠点を採択
し、支援を開始。 

・スタートアップ・エコシステム形成に
向けた支援パッケージに基づき、日本
政策金融公庫、日本政策投資銀行、中
小企業基盤整備機構、産業革新投資機
構等の政府系機関から、スタートアッ
プ向けに制度融資や資本性ローン、出
資の供給を実施。さらに、ＶＣ向けの
ファンド資金供給も強化。 

術実証等、抜本的な見直しを検討し、
更なるリスクマネーの供給を実施し
ていく必要がある。加えて、経営人材
のマッチング等、大学等に眠る技術シ
ーズを掘り起こし、ビジネスにつなげ
るための取組も強化する必要がある。
また、福島浜通りをスタートアップ創
出の先進地とすべく、実証の場を整備
する必要がある。【文、経】 

・ＳＴＡＲＴにおいて、 
①成長性のある大学等発スタートア

ップ創出力の強化に向けて、民間の
事業化ノウハウを活用しつつ、ポテ
ンシャルの高い大学等の革新的技
術の研究開発支援と事業化に向け
た支援を引き続き実施。【文】 

②スタートアップ・エコシステム拠点
都市において、自治体・産業界と連
携し、大学等における実践的なアン
トレプレナーシップ教育とギャッ
プファンド及び起業支援体制構築
等に向けた支援を引き続き実施。ま
た、小中高校段階への裾野拡大のた
め、学校内外のアントレプレナーシ
ップ醸成に向けた活動を大学・自治
体・企業等が支える取組を支援。【科
技、文、経】 

・イスラエル、韓国等の諸外国の経験も
参考にしつつ、公的機関からの海外Ｖ
ＣへのＬＰ投資を実施する枠組みを
推進。この際、海外ＶＣとの関係性強
化を通じて、海外ＶＣによる我が国の
スタートアップへの投資機会を拡大
することにより、海外のＶＣのスター
トアップ成長に係るノウハウや我が
国のスタートアップの国際展開に必
要なグローバル・ネットワークの強化
につなげる。また、この枠組みを活用
しつつ、我が国のベンチャー・キャピ
タリストの育成を図ることも推進す
るべきである。さらに、公的機関の海
外拠点の強化等を通じて、ネットワー
ク力の強化を進める。【関係府省】 

・プレシード、シード段階やディープテ
ック分野等のリスクの大きい投資及
びレイター等のスタートアップが大
規模に成長する段階を中心として、呼
び水としての公的資金によるリスク
マネーを抜本強化することが必要で
ある。この際、公的機関から民間ＶＣ
へのＬＰ投資を通じて国内ＶＣ市場
及び専門性を有する民間ＶＣを育成
するという観点を踏まえ、政府は極力
投資判断に介入しないようにしつつ、
ＶＣを含めた民間のインセンティブ
を引き出す仕組みを構築。【関係府省】 

・一定の資産や知識・経験を有する特定
投資家等による未上場株式への投資
促進に向けた環境整備を進めるとと
もに、適切な投資家保護の枠組みの
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下、一定のリスクを許容できる一般の
個人投資家による国内ファンドを通
じたスタートアップへの投資を促進
する方策を検討。【関係府省】 

・リスクを取って挑戦する起業家の生活
の安定化やスタートアップの長期的
な成長及び次の起業家やエンジェル
投資家になるとともに雇用創出など
社会・経済全体に活力をもたらすとい
う好循環を極力早く回すことを後押
しする観点から、諸外国の経験も参考
に、必要な仕組みの在り方を検討。（再
掲）【科技、経】 

・未上場株式への機関投資家等による投
資を促すとともに、特定投資家への投
資勧誘等に係る制度整備を踏まえた
特定投資家等によるセカンダリー取
引の円滑化など、諸外国で導入されて
いる未上場株式の取引を目的とした
市場等の創設に向けた環境整備を進
める。【金融】 

・スタートアップの事業化に向けて大学
等の保有する知的財産を最大限活用
できる環境を整備するため、知的財産
の対価としての株式・新株予約権の活
用制限の撤廃、共有特許ルールの見直
し、国際特許出願支援の強化等につい
て検討し、速やかに結論を得る。あわ
せて、大学等と企業の共同研究の成果
を大学等が活用しやすくするため、大
学等が過度に企業側に知財関連コス
トを負担させなくても済むよう、大学
等の知財関連財源の充実を含め大学
等への支援の在り方について検討。そ
の際、大学の知財マネジメント能力の
向上や知財マネジメント人材を擁す
る外部組織との連携、インセンティブ
設計等についても検討。【知財、科技、
文、経】 

・ＶＣを通じた知財戦略専門家をスター
トアップにつなぐ仕組みを構築。特
に、2022年度から新たに弁理士・弁護
士等の知財専門家をＶＣに派遣し、ス
タートアップへの知財戦略構築支援
を強化。【知財、経】 

〇スタートアップが大企業と共同研究
等を通じて連携する際に、オープンイ
ノベーションの促進と公正かつ自由
な競争環境の確保の観点から適正な
契約がされるよう、各契約における問
題事例やその具体的改善の方向性や、
独占禁止法上の考え方を整理したガ
イドラインを策定する。【公取、経】 

・公正取引委員会は、「スタートアップと
の事業連携に関する指針」について、
経済団体等への説明会（計８回）や雑
誌への寄稿を実施。説明会の資料につ
いては、その他の関連資料を併せて公
開102。 

・経済産業省は、「スタートアップとの事
業連携に関する指針」について、大企
業等へ向けてＪＯＩＣを通じたセミ
ナー及び弁護士等へ向けたイベント

・2022年３月に、スタートアップと出資
者との取引・契約に係る問題につい
て、独占禁止法上の考え方、問題とな
り得る事例、問題の背景及び解決の方
向性等を追加した改訂版を公表。改訂
版について、関連する団体等と連携
し、更なる周知を実施。【公取、経】 

・「スタートアップとの事業連携及びス
タートアップへの出資に関する指針」
（2022年３月、公正取引委員会・経済

                                                      
102 https://www.jftc.go.jp/dk/startup/index.html 
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の登壇、雑誌への寄稿を実施。 
・2021年12月、公正取引委員会を含む関

係府省において、「パートナーシップ
による価値創造のための転嫁円滑化
施策パッケージ」を取りまとめ103。 

産業省）に則り、新たに、下請代金法
の適用対象とならない大企業とスタ
ートアップとの取引について、２万社
程度の書面調査を実施。【公取】 

・「知財・無形資産ガバナンスガイドライ
ン」の改訂等により、大企業が、知財・
人材等の経営アセットをスタートア
ップに切り出す取組について開示・カ
バナンスを強化。【知財、経】 

〇大学等発スタートアップやその連携
先企業について、適切な協力関係が構
築できているか、継続的な実態把握を
行う。【科技、経】 

・日本オープンイノベーション大賞やス
タートアップ・エコシステム拠点都市
推進協議会ワーキンググループ等の
取組を通じ、大学等発スタートアップ
の実態把握を実施。 

・引き続き、大学等発スタートアップや
その連携先企業の協力関係の実態把
握を実施。【科技、経】 

〇スタートアップの経営課題を踏まえ
た経営人材の要件を整理すること等
を通じて、経営人材の不足により成長
を阻害されている有望なスタートア
ップに経営人材候補者が転職するこ
とが容易となる環境を創出する。【経】 

・大企業等が抱える経営人材をスタート
アップへ効率的・効果的にマッチング
さ せ る 環 境 の 創 出 を 目 的 と し 、
SHIFT(x)事業を実施。モデル事業７件
を採択し、プロボノや副業、転職等の
多様な方法で、大企業人材がスタート
アップに挑戦する場を提供し、モデル
事業内で生まれた事例を情報発信。 

・2021年度のSHIFT(x)事業で採択され
た各事業者への追跡調査等を通して
得られた新たな課題や、更に深掘りす
べき課題等を抽出し、地方における経
営人材やグローバル人材の流動等に
ついて、必要な人材支援施策を検討。
【経】 

・2023年度までに、大学・高専・国研等
において、研究シーズの掘り起こしに
よる起業の促進や、創出された大学等
発ベンチャーの確実な成長のため、外
部から経営人材を確保して研究者等
とのマッチングを支援する取組を開
始。【経】 

〇スタートアップ支援を行う政府関係
機関が連携し、技術シーズを生かして
事業化等に取り組むスタートアップ
や、創業を目指す研究者・アントレプ
レナーなどの人材を継続的に支援す
る。【経、関係府省】 

・Ｐｌｕｓの参加機関の若手職員が中心
となり、取組別に三つのＷＧを設置。
各機関が単独で実施していたイベン
トの合同開催や、参加機関の職員が参
加する勉強会等の実施を通じて、参加
機関間での連携を実施。 

・ＷＧ等を通じて参加機関間での連携を
加速化させ、各機関の施策の高度化や
質の高いスタートアップに対する一
気通貫での支援体制を構築するとと
もに、参加機関の追加を検討。【経、関
係府省】 

 
② 企業のイノベーション活動の促進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇イノベーション経営 104に挑戦する企

業が資本市場等から評価されるよう、
ISO56002:2019105や「日本企業におけ
る価値創造マネジメントに関する行
動指針106」等を踏まえた銘柄化の制度
設計を実施する。また、研究開発に係
るファンディングにおいて、当該行動
指針や産学官連携ガイドライン 107等
を踏まえた企業の取組状況を勘案し
た審査を順次実施する。【経】 

・イノベーション経営に関する認証規格
であるISO56001の策定に向けた動向
等を踏まえつつ検討。 

・「官民による若手研究者発掘支援事業」
（2021年４月及び2022年１月）、「産学
融合先導モデル拠点創出プログラム」
（2021年２月）、「地域の中核大学の産
学融合拠点の整備（2021年度補正）」
（2022年３月）の採択において、「産学
官連携ガイドライン」の実行状況を審
査の参考とした。 

・イノベーション経営に関する認証規格
であるISO56001の策定に向けた動向
等を踏まえつつ検討。【経】 

・引き続き「官民による若手研究者発掘
支援事業」及び「産学融合先導モデル
拠点創出プログラム」の採択において
は、「産学官連携ガイドライン」の実行
状況を審査の参考とする。【経】 

○欧米企業での社外人材が活躍するダ ・産業構造審議会産業技術分科会研究開 ・経済産業省が実施する研究開発事業に

                                                      
103 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/partnership_package_set.pdf 
104 組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、イノベーションをおこしやすくするための経営。ただし、イノベーションを創出する活動に対

して、必要なリソース（予算・人等）を配置し、事業化するための体制が構築されていることが前提となる。 
105 イノベーション・マネジメントシステムに関する国際規格（2019年7月） 
106 2019年10月４日経済産業省及びイノベーション100委員会 
107 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】（2020年6月） 
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イバーシティの状況や、世界各国・企
業の取組、2020年度に実施した過去の
研究開発事業の分析結果等を踏まえ、
研究開発事業について、リニア型では
なく、新たに生じた社会課題等に応じ
て柔軟に研究開発を進める新たな政
策手法の構築を図る。【経】 

発・イノベーション小委員会研究開発
改革ＷＧにおいて議論を実施し、今後
の国の研究開発プロジェクトの在り
方について、最終報告書を取りまとめ
（2022年２月）。 

ついて、2023年度から、以下の考え方
を全面的に適用予定。【経】 

・様々な社会課題を解決するための研究
開発を実現すべく、将来像からバック
キャストし、事業の目標を設定し、関
連する施策を総動員、事業を大括り化
することにより研究開発事業全体の
プラットフォーム化を実施。また、価
値起点の評価を実施するとともに、Ｏ
ＯＤＡループを構築し、アジャイルに
研究開発を進めるべく、予算編成と評
価の各プロセスを連動させる仕組み
を構築。さらに、海外機関を含む他機
関との連携や人材の確保・育成によ
り、先端技術や研究開発の手法に関す
る技術インテリジェンス機能を強化。
【経】 

・研究開発事業の参加者のコミットメン
トを確保し、野心的な研究開発の取組
を引き出すべく、プロセス（コスト）
から成果（生み出される価値）に対し
て報酬（インセンティブ）を支払う仕
組みへ転換すべく、アワード型研究開
発事業やインセンティブ制度を導入。
【経】 

・多様なアイディア・知識を活かした研
究開発事業を実現すべく、研究開発事
業の初期段階から、事業・金融・政策
に係る幅広い関係者が参画し、先端技
術の社会実装に必要な要素を議論す
る場（テックコミュニティ）を構築・
活性化。また、実効的なステージゲー
トの実施等により、多産多死型の研究
開発モデルへと移行。さらに、研究開
発事業への中堅・中小・スタートアッ
プの参加を促進。【経】 

〇オープンでアジャイルなイノベーシ
ョンの創出に不可欠なオープンソー
スソフトウエア（ＯＳＳ108）に関する
経営上の重要性（価値・リスク）の理
解促進と、ＯＳＳの活用に対する意識
向上に向けた普及啓発109を実施する。
【知財】 

・企業関係者が集う日本知的財産協会主
催の研修会（2021年12月実施）で民間
企業における実際の取組事例の紹介
を含むパネルディスカッションを開
催し、ＯＳＳの理解促進、普及啓発に
係る活動を実施。 

・日本知的財産協会等におけるＯＳＳの
活用に対する意識向上に向けた普及
啓発活動を把握し、必要に応じて連携
して活動を推進。【知財】 

〇企業における研究開発期間などの詳
細な研究開発動向を把握するための
統計整備の方法について、2024年度ま
でに検討し、結論を得る。【科技、総、
経】 

・企業における研究開発期間等の詳細な
研究開発動向を把握するための統計
整備の方法について、科学技術研究統
計研究会において外部有識者及び関
係府省を交えて検討。企業の詳細な研
究開発動向の把握に関する先行調査
の実施状況及び把握事項の定義等を
確認・検討中。 

・2024年度までに結論を得ることを目指
し、引き続き有識者・関係府省を交え
て検討。【科技、総、経】 

 

                                                      
108 ソフトウェアの作成者がソースコードを無償で公開し、利用や改変、再配布が所定の条件の下に許可されているもの。 
109 「デジタル化、ＩｏＴ化時代におけるオープンソースソフトウェアに係る知財リスク等に関する調査研究」（2020年４月、特許庁）取りま

とめ結果等を活用。 
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③ 産学官連携による新たな価値共創の推進 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇大学・国立研究開発法人等が有するイ

ノベーションの源泉である知と社会
ニーズとのマッチングを加速化する
ため、産学官共同研究の推進や、若手
研究者と産業界とのマッチングを強
化する。【科技、文、経】 

・「官民による若手研究者発掘支援事業」
第２回及び第３回公募において、共同
研究の推進、若手研究者と産業界との
マッチングを支援110。 

・A-STEPにおいて、2020年度第３次補
正予算及び2021年度予算により、ウィ
ズコロナ・ポストコロナにおける社会
変革や社会課題の解決に資する研究
開発課題を採択し、産学連携に取り組
む研究者を支援するとともに、地域に
おいて強いネットワークを持つコー
ディネーター人材等によるマッチン
グ支援を実施。 

・若手研究者の研究シーズの社会実装と
高度人材の創出に向け、2022年度は企
業とのマッチングとマッチング後の
事業化に向けて多角的に支援すると
ともに、若手研究者とスタートアップ
とのマッチングや共同研究を通じた
事業化を拡充。その際、効果的なマッ
チングの促進等のため、2022年度中
に、企業等における博士人材等の活用
促進のための方策を提示。【科技、文、
経】 

・A-STEPにおいて、引き続き産学官共
同研究の推進や、研究者と産業界との
マッチングと実用化・事業化を見据え
た専門人材によるハンズオン支援機
能を強化し、大学・国立研究開発法人
等が有するイノベーションの源泉で
ある知と社会ニーズとのマッチング
を加速。【科技、文、経】 

・知財権、論文、研究内容等の特許庁や
民間が保有する情報に基づく官民の
データの共有の在り方について検討。
その際、企業からスタートアップに対
するライセンス意思表示へのインセ
ンティブの在り方について検討。【知
財、経】 

〇2020年6月に産学官連携ガイドライン
において取りまとめた、大学等・産業
界における課題と処方箋について、大
学等・産業界等への周知を通して産学
官連携における新たな価値創造を推
進するとともに、人材、知、資金の好
循環をもたらす産学官連携を推進す
るための研究開発事業において、産学
官連携ガイドラインを踏まえた大学
等や企業の取組の状況を勘案した審
査を推進する。【科技、文、経】 

・「官民による若手研究者発掘支援事業」
（2021年４月及び2022年１月）、「産学
融合先導モデル拠点創出プログラム」
（2021年２月）、「地域の中核大学の産
学融合拠点の整備（2021年度補正）」
（2022年３月）の採択において、「産学
官連携ガイドライン」の実行状況を審
査の参考とした。 

・「共創の場形成支援プログラム」の採択
において、「産学官連携ガイドライン」
の実行状況を審査の参考とした。 

・引き続き、「官民による若手研究者発掘
支援事業」、「産学融合先導モデル拠点
創出プログラム」及び「共創の場形成
支援プログラム」の採択においては、
「産学官連携ガイドライン」の実行状
況を審査の参考とする。【科技、文、経】 

・スタートアップの事業化に向けて大学
等の保有する知的財産を最大限活用
できる環境を整備するため、知的財産
の対価としての株式・新株予約権の活
用制限の撤廃、共有特許ルールの見直
し、国際特許出願支援の強化等につい
て検討し、速やかに結論を得る。あわ
せて、大学等と企業の共同研究の成果
を大学等が活用しやすくするため、大
学等が過度に企業側に知財関連コス
トを負担させなくても済むよう、大学
等の知財関連財源の充実を含め大学
等への支援の在り方について検討。そ
の際、大学の知財マネジメント能力の
向上や知財マネジメント人材を擁す
る外部組織との連携、インセンティブ
設計等についても検討。（再掲）【知財、
科技、文、経】 

・強い知的財産の取得やライセンスの促
進等大学に知的財産マネジメントを
浸透させるため、「大学知財ガバナン
スガイドライン(仮称)」を策定。【知財、

                                                      
110 第２回：共同研究16件、マッチングサポート17件、第３回：共同研究36件、マッチングサポート105件 



65 
 

科技、文、経】 
〇持続的な産学官連携プロジェクトの

組成や事業の高度化を支援するマネ
ジメント体制の構築、多様なステーク
ホルダーによる共創の場となるオー
プンイノベーション拠点の整備等を
推進し、大学、国立研究開発法人、研
究機関、企業等の連携を後押しする。
【科技、文、経】 

・「産学融合先導モデル拠点創出プログ
ラム」において2021年３月に新たに採
択した案件を含め、３エリア、11のＦ
Ｓ調査事業を支援。 

・2020年度から開始した「共創の場形成
支援プログラム」において、2021年度
には、地域の課題解決に資する共創の
場の形成を開始するなど、支援を拡充
（2020年度採択：18拠点、2021年度採
択：17拠点）。 

・引き続き、「産学融合先導モデル拠点創
出プログラム」において、大学、国立
研究開発法人、研究機関、企業等の連
携を支援。【科技、経】 

・「地域中核・特色ある研究大学総合振興
パッケージ」（2022年２月１日ＣＳＴ
Ｉ決定）を踏まえ、関係府省との連携
強化を図りつつ、持続的な産学官連携
プロジェクトの組成や事業の高度化
を支援するマネジメント体制の構築
や、大学におけるスタートアップ創出
に向けたインキュベーション施設、多
様なステークホルダーによる共創の
場となるオープンイノベーション拠
点の整備等を推進し、大学、国立研究
開発法人、研究機関、企業、地方公共
団体等の連携を支援。【科技、文、経】 

 
④ 世界に比肩するスタートアップ・エコシステム拠点の形成 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇スタートアップ・エコシステム拠点都

市の独自の取組を後押しし、世界に比
肩する自律的なスタートアップ・エコ
システムを形成する。このため、拠点
都市に対し、大学等におけるスタート
アップ創出の活性化、海外市場への参
入も視野に入れたアクセラレータ機
能やGap Fundの強化、分野間でデータ
を連携する基盤への接続に関する周
知啓発、スマートシティ事業との連携
等の官民による集中的な支援を行う。
【科技、文、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市のスタートアップを中心に、海外ト
ップアクセラレータによるアクセラ
レーションプログラムを実施し、グロ
ーバル市場参入や海外投資家・企業か
らの投資の呼び込みに係る事業戦略
策定、国際的な専門家とのマッチング
等を実施し、国内スタートアップの世
界市場への展開や海外ＶＣからの投
資の呼び込みを支援。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市推進協議会アントレプレナーシッ
プ教育ワーキンググループを2021年
４月と12月に計２回開催し、拠点間連
携、大学等との連携の強化に向け、議
論を実施。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築に向けた支
援等を実施。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市を中心に、スタートアップのグロー
バル展開を加速するため、海外アクセ
ラレータの日本誘致も念頭に置きつ
つ、グローバルアクセラレーションプ
ログラムの充実を図る。（再掲）【科技、
経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市推進協議会アントレプレナーシッ
プ教育ワーキンググループを引き続
き開催し、拠点間連携、大学等との連
携の強化に向け、議論を実施。【科技、
文、経】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において、自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築等に向けた
支援を引き続き実施。また、小中高校
段階への裾野拡大のため、学校内外の
アントレプレナーシップ醸成に向け
た活動を大学・自治体・企業等が支え
る取組を支援。（再掲）【科技、文、経】 

・大学ファンドを活用した、欧米トップ
大学の大学基金からの人件費の支出
割合も参照した、世界トップレベルの
国内外の研究者の呼び込みによる世
界レベルの研究拠点形成を通じて、世
界標準の大学発スタートアップ創成
基盤の構築を促進。【科技、文】 

・「地域中核・特色ある研究大学総合振興
パッケージ」の強化により、世界トッ
プレベルの研究拠点や産学官共創拠
点の形成を促進するとともに、地域・
社会課題の解決に資するスタートア
ップ創出のための環境整備を進める。
また、自己収入増加に取り組む国立大
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学等が地方銀行等による地域ファン
ドへの出資を拡大し、ローカル・スタ
ートアップへの投資を拡大すること
で、その成長の果実が更なる自己収入
増加につながる好循環を生み出して
いく。【科技、文】 

・ディープテック分野に特化した研究機
能とスタートアップ・インキュベーシ
ョン機能を兼ね備えた、民間資金を基
盤として運営されるスタートアップ・
キャンパス構想の推進に向けて、海外
のトップ大学やＶＣ等とも連携しな
がら、世界標準のビジネスを生み出す
エコシステムの形成を目指す。（再掲）
【科技、関係府省】 

・プレシード、シード段階やディープテ
ック分野等のリスクの大きい投資及
びレイター等のスタートアップが大
規模に成長する段階を中心として、呼
び水としての公的資金によるリスク
マネーを抜本強化することが必要で
ある。この際、公的機関から民間ＶＣ
へのＬＰ投資を通じて国内ＶＣ市場
及び専門性を有する民間ＶＣを育成
するという観点を踏まえ、政府は極力
投資判断に介入しないようにしつつ、
ＶＣを含めた民間のインセンティブ
を引き出す仕組みを構築。（再掲）【関
係府省】 

・リスクを取って挑戦する起業家の生活
の安定化やスタートアップの長期的
な成長及び次の起業家やエンジェル
投資家になるとともに雇用創出など
社会・経済全体に活力をもたらすとい
う好循環を極力早く回すことを後押
しする観点から、諸外国の経験も参考
に、必要な仕組みの在り方を検討。（再
掲）【科技、経】 

 
⑤ 挑戦する人材の輩出 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇挑戦を是とする意識を持った人材の

育成を図るため、2025年度までに、ス
タートアップ・エコシステム拠点のコ
ンソーシアムに参画する全大学で、オ
ンラインを含むアントレプレナーシ
ッププログラムを実施する。また、そ
の事例を集約し、同年度までに、全国
に展開する。【文】 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築に向けた支
援等を実施。 

・アントレプレナーシップ醸成の裾野を
国全体に拡大するための取組の一環
として、全国の大学生・大学院生を対
象とした「全国アントレプレナーシッ
プ人材育成プログラム」を試行的に実
施。 

・高専生の挑戦を後押しするため、各高
等専門学校がアントレプレナーシッ
プ教育を実施。 

・スタートアップ・エコシステム拠点都
市において自治体・産業界と連携し、
大学等における実践的なアントレプ
レナーシップ教育とギャップファン
ド及び起業支援体制構築に向けた支
援を引き続き実施するとともに、拠点
都市に参画する全大学でオンライン
を含むアントレプレナーシップ教育
を実施。【文】 

・全国及び海外で実施されているアント
レプレナーシップ教育について、実施
状況とその効果を調査し、収集した効
果的なアントレプレナーシップ教育
の事例や実施方法を全国の大学に展
開。【文】 

・高等専門学校において、スタートアッ
プの取組を推進し、カリキュラムと課
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外活動を有機的に組み合わせ、高等専
門学校全体としてイノベーションを
創出するアントレプレナーシップ教
育を強化。【文】 

〇イノベーションの創出に関わるマネ
ジメント人材をはじめとした多様な
イノベーション人材の層の厚みを増
すとともに、人材流動性を高めること
で質の向上を図るため、イノベーショ
ン人材の育成と活躍の場を創出する。
そのため、これまでの人材育成に関す
る議論の蓄積も踏まえ、2023年度まで
にイノベーション人材育成環境の整
備に関する実態調査やベストプラク
ティスの周知等に取り組む。【経】 

・「産業界における博士人材の活躍実態
調査」において、産業界、大学、博士
人材へのアンケート調査及びヒアリ
ングを実施し、産業界における博士人
材の活躍実態や活躍促進に係る課題、
それを踏まえた今後の方策等につい
て報告書を取りまとめ。 

・博士人材の活用促進に取り組む企業に
対してインセンティブが働く仕組み
の構築を検討。【経】 

・若手研究者の有望な研究シーズを活用
したイノベーション創出や若手研究
者の人材流動化の促進のため、大学・
高専等の若手研究者の研究シーズの
掘り起こし、スタートアップとのマッ
チングや共同研究を通じた事業化（博
士課程学生の企業へのインターンシ
ップを含む。）の支援を実施。【経】 

〇大学・国立研究開発法人等と企業の間
の人材交流を促し、イノベーション人
材が適材適所で働き、イノベーション
の創出の効率性を高める観点から、
「クロスアポイントメント制度の基
本的枠組みと留意点（追補版）」を2023
年度までに広く産学関係者に普及す
るとともに、「官民による若手研究者
発掘支援事業」などを活用して、産学
の人材マッチング等を図る。【経】 

・2022年３月に公開した「産学官連携に
よる共同研究強化のためのガイドラ
イン【追補版】」を補足するＦＡＱにお
いて、クロスアポイントメント制度を
活用する際の留意点に触れ、活用を促
すとともに「官民による若手研究者発
掘支援事業」を活用して、産学の人材
マッチング等を実施。 

・引き続き、クロスアポイントメント制
度の普及と「官民による若手研究者発
掘支援事業」による産学の人材マッチ
ング等を実施。【経】 

 
⑥ 国内において保持する必要性の高い重要技術に関する研究開発の継続・技術の承継 
基本計画における具体的な取組 実施状況・現状分析 今後の取組方針 
〇コロナ禍等の環境変化に伴い事業会

社の研究開発や技術の継続・承継が困
難になった場合に、国内において保持
する必要性の高い重要技術について
は、将来の橋渡しを見据え国立研究開
発法人で研究リソースを含め引き継
ぐ等の枠組みの構築等に向けた取組
を進める。【経】            

・国内において保持する必要性の高い重
要技術について、企業等での研究開発
継続が困難となった等の問題が生じ
た場合、将来的に国内企業等に橋渡し
されることを想定した上で、産業技術
総合研究所において、可能な範囲で、
様々な受入制度を活用し、関係研究者
の一時的雇用や当該研究の一定期間
の引継ぎ、継続等のサポートをする体
制を構築。 

・引き続き、産業技術総合研究所におい
て、可能な範囲で、様々な受入制度を
活用し、関係研究者の一時的雇用や当
該研究の一定期間引継・継続等のサポ
ートを実施。【経】 

 
 




